
物価高対応子育て応援手当金とは、物価高の影響が長期化し、その影響を強く受けている子育て世帯
を力強く支援する目的で支給される手当のことです。

対 象 ：令和７年９月分の児童手当を受給した者。
令和７年９月３０日から令和８年３月３１日までに出生した児童の父母等。

支 給 額：児童１人につき２万円。（支給は１回）
支給方法：令和７年９月分の児童手当を支給する事務を担う市町村が支給する。

公務員は、基準日における当該者の住所地の市町村が支給する。
申請方法：物価高対応子育て応援手当申請書（請求書）を令和７年９月３０日時点の住民票所在地へ

提出する。
（例 天草市は子育て支援課へ３月１９日までに提出。２月２６日から順次支給開始予定。）
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熊本県職員の配偶者に係る扶養手当は、令和７年度から段階的に縮小し、令和８年度に廃止されます。
この廃止分は、子に係る扶養手当の増額に充てられます。

令和７年度

配偶者 ３，０００円

子 １１，５００円

父母等 ６，５００円

令和８年度

配偶者 廃止

子 １３，０００円

父母等 ６，５００円

満１５歳に達する日後の４月１日から満２２歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある子１人
につき５，０００円を加算。

扶養の状況に変化（就職・出生等）があった時はすぐにお知らせください！

★ 前田センター長のにこにこ☺コラム ★

「ガードレール」
ある研修会で法令や規則はガードレールと同じだと言われました。確かに私たち公務員は、

ガードレールによって守られています。でも、我が身を守るためだけにあるのでしょうか？私
たちは法令や規則に則って仕事をしているのはご承知のとおりです。よって、法令や規則の
知識は持って当然です。・・・・（残念ながら、私の知識は書物のどこに載っているかくらいです。
(^_^)）
日々、ガードレール（法令や規則）を意識しながら安全運転（業務）することが

「コンプライアンス」です。そのことが、子供達や社会に貢献できる土台となり
ます。そして、＋モラル力もあれば最強です。


